
 

令和４年第４回市議会定例会議案概要 
 
議案第１号 

教育委員会委員の任命について（教育総務課/総務課） 

 教育委員会委員である齊藤豊氏の任期が令和４年１１月３０日で満了

となるため、齊藤豊氏を再任したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の規定により議会の同意を求めるもの。 
（１）住  所 白井市けやき台１丁目 
（２）生年月日 昭和３８年９月１８日 
 
 
議案第２号 

個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について（総務課） 

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、条例に委任された事

項について定めるため、条例を制定するもの。 
■主な内容 
○実施機関が個人情報を取り扱う事務を新たに開始する場合等におけ

る市長への届出義務、白井市情報公開・個人情報保護審査会への報

告義務及び届出に係る事項を記載した資料の公表義務を定めるも

の。 
○個人情報の開示請求に係る手数料の額を定めるもので、その額を無

料とするもの。 
○開示請求手続における開示決定等の原則の期限について、法におい

ては３０日以内と定めているところ、１４日以内と定めるもの。 
○法の規律が適用されることに伴い、白井市個人情報保護条例を廃止

するもの。 
■施行期日  

令和５年４月１日 

 

 

議案第３号 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について（総務課） 

地方公務員法の一部改正に伴い、関係条例を整備するもの。 
■主な内容 
○一般職の職員の給与に関する条例、職員の育児休業等に関する条例 

及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例における再任用職員及び

再任用短時間勤務職員の規定を定年前再任用短時間勤務職員の規定



 

に改めるもの。 
○職員の分限に関する手続に降給を追加するもの。 
○減給処分の期間中に６０歳となり給料月額７割措置の適用を受ける

こととなる場合の取扱いを定めるもの。 
○育児休業又は育児短時間勤務をすることができない職員及び公益的

法人等に派遣することができない職員に、特例により異動期間を延

長された管理監督職を占める職員を加えるもの。 
■施行期日 
 令和５年４月１日 
 

 

議案第４号 

白井市役所出張所設置条例を廃止する条例の制定について（市民課） 

市役所出張所を廃止するもの。 
■主な内容 

西白井出張所、冨士出張所、公民センター出張所、桜台出張所及び白

井駅前出張所を廃止するもの。 
■施行期日  

令和５年１２月２９日 

 

 

議案第５号 

白井市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

（総務課） 

地方公務員法の一部改正に伴い、定年を引上げ、管理監督職勤務上限

年齢制及び定年前再任用短時間勤務制に係る規定の追加その他所要の整

備をするため、条例の一部を改正するもの。 
■主な内容 
○職員の定年について、国の職員につき定められている定年を基準と

して６０歳から６５歳に改めるもの。 
○管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職を定めるもの。 
○管理監督職勤務上限年齢制が適用される年齢を定めるもので、その

年齢を原則６０歳とするもの。 
○定年前再任用短時間勤務職員の任用について定めるもの。  

■施行期日 
 令和５年４月１日ほか 
 

 



 

議案第６号 

白井市手数料条例の一部を改正する条例の制定について（市民課/課税課

/財政課） 

マイナンバーカードを利用した多機能端末機による住民票の写し等の

交付に係る手数料を減額するため、条例の一部を改正するもの。 
■主な内容 

多機能端末機による住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書、非

課税証明書及び所得等証明書の交付手数料を現行の３００円から２００

円に減額するもの。 
■施行期日 

令和５年３月１日 

 

 

議案第７号 

しろい市民まちづくりサポートセンターの指定管理者の指定について（市

民活動支援課） 

 令和５年４月１日からしろい市民まちづくりサポートセンターの管理

運営を行う指定管理者を指定したいので、提案するもの。 
■指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

（１）名 称 しろい市民まちづくりサポートセンター 

（２）所在地 白井市復１１２３番地 

■指定管理者とする団体の名称及び所在地 

（１）名 称 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

代表理事 田嶋 羊子 

（２）所在地 東京都豊島区東池袋１－４４－３ 

池袋ＩＳＰタマビル 

■指定の期間 

令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで 
 

 

議案第８号 

白井市障害者支援センターの指定管理者の指定について（障害福祉課） 

 白井市障害者支援センターの指定管理期間が令和５年３月３１日で満

了となるため、４月１日から管理運営を行う指定管理者を指定したいので、

提案するもの。 
■指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

（１）名 称 白井市障害者支援センター 

（２）所在地 白井市南山１丁目８番１号 



 

■指定管理者とする団体の名称及び所在地 

（１）名 称 社会福祉法人フラット 

       理事長 林 晃弘 

（２）所在地 白井市根２００番地３７ 

■指定の期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
 

 

議案第９号 

令和４年度白井市一般会計補正予算（第９号）について（財政課） 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億８，８５７万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２３億８，０４６万２千

円とするもの。 
■主な補正内容 
（１）歳入歳出予算 
○新型コロナウイルスワクチンの接種期間が、令和５年３月３１日まで

に延長されたことに伴い、現時点までの執行状況を踏まえ予算の不足

が見込まれることから、所要額を計上するもの。 
○電気料金及びガス料金の高騰に伴い、庁舎、文化センター、小・中学

校、保育園等の市の施設において、電気料金及びガス料金の不足が見

込まれることから、所要額を計上するもの。 
○障害福祉費、子ども医療費等の扶助費が当初見込みよりも増加したこ

とに伴い、現時点までの執行状況を踏まえ予算の不足が見込まれるこ

とから、所要額を計上するもの。 
○民生費における令和３年度の執行実績に基づき、令和３年度に交付さ

れた国庫補助金の返還が見込まれることから、所要額を計上するもの。 
（２）繰越明許費 
○公共施設保全管理事業（高齢者就労指導センター維持保全工事）につ

いては、今夏に空調機が故障し、現在、冷暖房の運転ができないこと

から、令和５年度に予定していた工事時期を前倒して実施するため、

今回の補正予算に計上したうえで繰越明許費を設定するもの。 
○公園整備事業について、工事設計に伴う調査及び特注品の作成日数に

時間を要するため、それぞれの事業の完了が来年度となることから、

繰越明許費を設定するもの。 
（３）債務負担行為 
○ふるさと納税一括代行業務委託料、公用車運転業務委託料及びスクー

ルバス運行業務委託料について、令和５年度当初から事業を実施する

ため、あらかじめ令和４年度中に事業者の決定及び契約を行う必要が



 

あることから、債務負担行為を設定するもの。 
○小・中学校普通教室空調整備事業（南山中学校分）について、令和５

年度に新たに１学級増加することが見込まれることから、令和５年夏

頃までに空調を整備するため、債務負担行為を設定するもの。 
（４）地方債 
○公共施設保全管理事業（高齢者就労指導センター維持保全工事）に対

する補正予算計上に合わせ、公共施設保全事業の借入限度額を増額す

るもの。 
 
 

議案第１０号 

令和４年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第２号）に

ついて（保険年金課） 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９万８千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億１，０１６万７千円とするも

の。 

■主な補正内容 
歳入歳出予算 

高額療養費の支給手続きを簡素化し、被保険者の負担軽減と事務の

効率化を図るため、高額療養費支給システムの改修を行うもの。 

 

 

議案第１１号 

令和４年度白井市水道事業会計補正予算（第２号）について（上下水道

課） 

収益的収入及び支出を補正するもので、収益的収入及び支出の予定額

をそれぞれ３５７万４千円増額し、６億２，３７１万１千円とするも

の。 

■主な補正内容 

（１）収益的収入及び支出 

電気料金の高騰に伴い、白井配水場の動力費が不足するため所要額

を補正するもの。 

（２）債務負担行為 

令和５年１０月からインボイス制度が開始されることに伴い、必要

となる上下水道料金徴収システムの改修を行うもの。 

 

 

 



 

議案第１２号 

令和４年度白井市下水道事業会計補正予算（第２号）について（上下水

道課） 

収益的収入及び支出を補正するもので、収益的収入及び支出の予定額

をそれぞれ ４１万６千円 増額し、１４億７，７４１万２千円 とするも

の。 

■主な補正内容 

（１）収益的収入及び支出 

電気料金の高騰に伴い、七次中継ポンプ場等の動力費が不足するた

め所要額を補正するもの。 

（２）債務負担行為 

令和５年１０月からインボイス制度が開始されることに伴い、必要

となる上下水道料金徴収システムの改修を行うもの。 

 


